
北上市議会告示第４号 

 

北上市議会事務局規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

令和７年３月28日 

北上市議会議長 菊 池  勝       

 

北上市議会事務局規程の一部を改正する告示 

 

北上市議会事務局規程（平成３年北上市議会告示第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（分掌事務） 

第３条 議事課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 総務係 

ア～ス ［略］ 

 

セ ［略］ 

ソ ［略］ 

(2)  議事調査係 

  ア・イ ［略］ 

  ウ 広聴広報に関すること。 

  エ～ク ［略］ 

 （分掌事務） 

第３条 議事課の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 総務係 

ア～ス ［略］ 

セ 広報に関すること。 

ソ ［略］ 

タ ［略］ 

(2)  議事調査係 

  ア・イ ［略］ 

  ウ 広聴に関すること。 

  エ～ク ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 



この告示は、令和７年４月１日から施行する。 


